
伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉

空間整備推進交付金の実施について（平成１８年５月２９日老発第０５２９００１

号厚生労働省老健局長通知）の別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備

交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱（以下「国要綱」

という ）に規定する事業を実施する者に対して、予算の範囲内において補。

助金を交付することについて、伊勢原市補助金等の交付規則（昭和５５年

伊勢原市規則第１９号。以下「規則」という ）に規定するもののほか、必。

要な事項を定めるものとする。

（補助対象事業者）

第２条 補助対象事業者は、国要綱に規定する整備計画に基づき、施設等の

整備事業を行う者とする。

（対象事業）

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱に基づき、厚生労働省が

補助を採択した事業とする。

（補助対象経費）

第４条 補助の交付の対象とする経費は、国要綱に規定する工事費及び事務

費とする。

２ 前項の補助対象経費のうち、次に掲げる費用については、補助の対象と

しない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他市長が施設等整備費に関する事業として適当と認められない費

用

（補助金の額）

第５条 補助金の額は、国要綱に基づき算定した額とし、当該額に千円未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

（交付の申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、伊勢原市地域介護・福祉空間

整備等補助金交付申請書（第１号様式）及び事業計画書（第２号様式）に

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図、配置図、平面図及び立面図

(2) 土地使用の権利を証する書面

(3) 工事着工前の写真

(4) その他市長が必要と認める書類



（交付の決定）

第７条 市長は、前条の申請があり、審査等の結果、補助金を交付すべきも

のと決定したときは、伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書

（第３号様式）又は不交付を決定したときは、伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助

金不交付決定通知書（第４号様式）により、申請した事業者に通知するものとする。

２ 補助金の交付条件は、国要綱に規定する条件とする。この場合において、

市長は、その目的を達成するため必要あると認めるときは、別に条件を付

すことができる。

（交付の条件）

第８条 規則第７条第１項第６号の規定により、市長は、補助金の交付を決

定する場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という ）は、補助。

事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後

においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果

的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締

結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第

三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(3) 補助事業者は、この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、

お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自

動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(4) 補助事業者が民間事業者である場合、補助事業者は、事業に係る収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書

類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は

廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終

了後５年間保管しなければならない。

(5) 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその

関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募

金会に対してなされた指定寄付金については、この限りでない。

(6) 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約については、一般

競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければな

らない。

(7) 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によ

り当該負担補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定

した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。この場合におい

て、市長は、当該仕入控除額の全部又は一部を市に納付させることがで



きるものとする。

（事業内容の変更等）

第９条 規則第６条の規定により補助金の交付決定を受けた事業内容若しく

は経費の配分の変更又は中止若しくは廃止をしようとする場合は、伊勢原

市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定事業変更（中止・廃止）承認

申請書（第５号様式）に変更の理由又は中止若しくは廃止の理由等を記載

し、関係資料を添付して市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の申請があり、審査等の結果、変更又は中止若しくは廃止

をすべきものと決定したときは、伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助

金交付決定事業変更（中止・廃止）承認決定通知書（第６号様式）により

通知するものとする。

（申請の取下げのできる期間）

第１０条 規則第９条第１項の規定による申請の取下げのできる期間は、交

付決定の通知を受けた日から１０日を経過した日までとする。

（補助金の交付）

第１１条 補助金は、補助事業が完了した後において交付するものとする。

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、伊勢原市地域

介護・福祉空間整備等補助金交付請求書（第７号様式）に伊勢原市地域介

護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書又は伊勢原市地域介護・福祉空

間整備等補助金変更交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければ

ならない。

（補助金の返還等）

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補

助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の

返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を

受けたとき。

(3) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(4) 補助対象事業を中止したとき。

（実績報告）

第１３条 規則第１４条の規定による実績報告は、伊勢原市地域介護・福祉

空間整備等補助金実績報告書（第８号様式）により、当該補助に係る事業

を完了した日から起算して２０日を経過した日又は補助金の交付決定を受

けた年度の末日が属する年の４月５日のいずれか早い日までに提出しなけ

ればならない。



（消費税仕入控除額の報告）

第１４条 第８条第７号の規定による報告は、消費税仕入控除額報告書（第

９号様式）により行うものとする。

（財産処分の制限）

第１５条 規則第２０条ただし書の規定による市長の定める期間は、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５

号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が定める期間とする。

（委任）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、平成２９年１月１２日から適用する。

附 則（令和３年１０月４日告示第２３９号）

この告示は、公表の日から施行する。



第１号様式（第６条関係）

伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

申請者 住 所

名 称

代表者名

伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金を受けたいので 関係書類を添えて次のとおり申請、

します。

補助年度 年度 補助金の名称 伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金

補助事業の名称

補助事業の総事業額

補 助 金 額



第２号様式（第６条関係）

事業計画書

施 設 名 称

施設所在地

施設の種類

事 業 主 体

敷 地 面 積 ㎡

建 物 面 積 ㎡ 延べ床面積 ㎡

工事計画等 階 数

財 源 内 訳 工事着手予定年月日 年 月 日

工事完成予定年月日 年 月 日

事業開設予定年月日 年 月 日

自己資金

寄付金

借入金

その他（ ）

合 計

添 付 図 書



第３号様式（第７条関係）

伊勢原市指令（ ）第 号

年 月 日

年度伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書

様

伊勢原市長 印

年 月 日付けで申請のありました伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助

金については、伊勢原市補助金等の交付規則第６条の規定に基づいて、次のとおり決定しま

したので通知します。

１ 補 助 事 業 の 名 称

２ 補助金の交付決定額

３ 補助金の交付条件



第４号様式（第７条関係）

伊勢原市指令（ ）第 号

年 月 日

年度伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金不交付決定通知書

様

伊勢原市長 印

年 月 日付けで申請のありました伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金

については、次の理由により不交付とすることに決定しましたので、伊勢原市地域介護・福祉

空間整備等補助金交付要綱第７条の規定により通知します。

不交付の理由

この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、伊勢

原市長に対して審査請求をすることができます。また、この処分については、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内）に、伊勢原市を被告として、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。なお、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求又は処分の取消しの訴えの提起

ができなくなります。



第５号様式（第９条関係）

年度伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定事業

変更（中止・廃止）承認申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

申請者 住 所

名 称

代表者名

次のとおり伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定事業の変更（中止・廃止）

について承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

１ 補助事業の名称

変 更 内 容２

３ 変 更 理 由

特記事項



第６号様式（第９条関係）

伊勢原市指令（ ）第 号

年 月 日

年度伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定事業

変更（中止・廃止）承認決定通知書

様

伊勢原市長 印

年 月 日付けで申請のありました伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金交

付決定事業の変更 中止・廃止 承認申請書の内容を審査しました結果 次のとおり決定しまし（ ） 、

たので通知します。

１ 補 助 事 業 の 名 称

変更前の補助金の交付決定額 円

２

変更後の補助金の交付決定額 円

変更前の補助金交付予定時期 年 月 日

３

変更後の補助金交付予定時期 年 月 日

４ 変更後の補助金の交付条件



第７号様式（第１１条関係）

年度伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書

年 月 日

伊勢原市長 殿

請求者 住 所

名 称

代表者名 ㊞

年 月 日付け交付決定のありました伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補

助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり請求します。

１ 補助事業の名称

２ 補 助 金 名 伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金

３ 請 求 額 金 円

振込先金融機関名及び 預金 口座名義人
口座番号

支店名 種別 （フリガナも記入すること）

４ 添付書類

□ 伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書の写し

□ 伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金変更交付決定通知書の写し



第８号様式（第１３条関係）

年度伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住 所

名 称

代表者名

年度伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金に係る実績を次のとおり報告しま

す。

施 設 名 称

施設所在地

施設の種類

事 業 主 体

敷 地 面 積 ㎡

建 物 面 積 ㎡ 延べ床面積 ㎡

建物の構造 階 数

工事着手予定年月日 年 月 日

工事計画等 工事完成予定年月日 年 月 日

事業開設予定年月日 年 月 日

補助対象実績額（単位：千円）

対象経費の 寄付金その他

補助事業費 総支出額 の収入額 差 引 額 補 助 金 額

（Ａ） （Ｂ） （Ａ－Ｂ）



第９号様式（第１４条関係）

年度消費税仕入控除税額報告書

年 月 日

伊勢原市長 殿

申請者 住 所

名 称

代表者名

年 月 日付けで交付決定を受けた伊勢原市地域介護・福祉空間整備等補助金

に係る消費税仕入控除額について、次のとおり報告します。

１ 施設の種類及び名称

２ 事業実績報告書による精算額 円

３ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除額（要補助金返還相当額）

円

４ 添付書類

□消費税仕入控除税額の精算内訳


